
　 

　 ●東日本大震災により被災した、避難指示解除準備区域または居住制限区域に立地している家屋等の解
体申請は、本年度も引き続き受け付けています。
（帰還困難区域に立地している家屋等は、現時点では解体申請の対象外です。復興・帰還に向けた取
組みとともに対応方針を検討中です）

●「住居」の解体を希望される場合は、浪江町が発行する「り災証明書」で「半壊」以上と判定されて
いるものに限ります。
「り災証明書」の発行については、浪江町役場町民税務課にお問い合わせください。　0243（62）4735

●解体申請をしてから実際の解体工事に着工するまでは相当な期間を要しますので、早めの解体申請を
お願いします。解体申請の受付・お問い合わせ先は下記のとおりです。

家屋等解体申請の受付
　㈱高島テクノロジーセンター
（環境省受託業者）
　 　 　 0120（603）016
　
●二本松市北トロミ573番地
　（浪江町役場二本松事務所敷地内特設建物）
●受付時間：平日　８時30分～16時30分

家屋解体のお問合せ
　浪江町除染および災害廃棄物等に
関する相談窓口
　 　 　 0120（505）043
　
●浪江町大字幾世橋字六反田7－2
　（浪江役場本庁舎１階南側）
●受付時間：平日　９時～17時
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本件に関するお問い合わせ先
　環境省福島環境再生事務所
浜通り北支所（廃棄物担当）
　　 　 0244（26）9912
ふるさと再生課廃棄物対策係
　　 　 0240（34）0230
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津波被災地におけるがれき等の選別作業の際に発見した写真、アルバム、賞状などの「思い出の品」を一

人でも多くの所有者やご家族のお手元にお返しできるように、下記の施設で展示・引き渡しを行っています。

浪江町にお越しの際は、どうぞお立ち寄りください。

■展 示 場 所　双葉ギフト店舗内
　　　　　　　（浪江町国道６号線沿い　しまむら隣）

　　　　　　　〒979－1525　浪江町大字高瀬字牛渡川原217

■開 場 時 間　９時～16時
　　　　　　　（※日曜日を除き、土曜・祝日も開場します）

■主な展示物　写真、アルバム、御位牌、玩具、記念品など
■持参いただきたい物　運転免許証など本人確認ができるもの

お問合せ
　株式会社　安藤・間
　
　 　 0240（24）0100
　 　 0240（35）0660

11月から、国による帰還困難区域内のご家庭の片付けごみの回収が始まります。
　■回 収 範 囲　浪江町内の帰還困難区域
■ごみ出し日　立入りをされた日にお出しください。
■回収対象ごみ　ごみは、種類別にそれぞれ袋を分けて出してください。

（注）回収の対象外のごみ
粗大ごみや家電製品は現在回収できませんので、当面は自宅での保管をお願いします。

●粗大ごみ（机、たたみ、物干し竿等）

　※おおむね90Ｌの袋に入らない大きさのもの。

●家電製品（冷蔵庫、冷凍庫、テレビ、洗濯機、乾燥機、エアコン、パソコン、デジタルカメラ、炊

飯器、ドライヤー等）

●農林系廃棄物（雑草、剪定枝、稲わら等）

※ガーデニング用具等、事故当時に屋外にあったもの

も回収対象外です。

●発火・爆発の危険性があるごみや有害物質が含まれる

ごみ（ガスボンベ、化学薬品、廃油類、バッテリー、

電池等）

■ごみを出す場所
ご自宅の最寄りのごみステーション（従来使用していた

場所）へお出しください。対象のごみステーションにご

みを入れることができない場合は、別の最寄りのごみス

テーションをご利用ください。

ビン類・カン類・粗大ごみ以外のもので、燃やすことができるもの

例：生ごみ、紙くず、古紙類（新聞・雑誌・段ボール等）、衣類・履物、革製品、

プラスチック製品、プラスチック容器包装、ペットボトル

※「古紙類」「プラスチック容器包装」「ペットボトル」は、通常「資源ごみ」に

分類されていますが、今回は「燃えるごみ」に分類してください。

種　類

燃えるごみ

燃えないごみ

ビン類

カン類

内　　　　　容

アルミ缶、スチール缶

ジュース、酒、化粧品等のビン（割れているものも含みます）

ビン類・カン類・粗大ごみ以外のもので、燃やすことができないもの

例：調理器具、食器、日用品（カサ、花瓶、鏡等）、スプレー缶（ガス抜きしたもの）
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